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令和２年２月度栗東市教育委員会定例会会議録 

 
開催日時   令和２年２月２５日（火） １３：３０～１４：３３ 

開催場所   危機管理センター２階 防災研修室 

出席委員   教 育 長   福原 快俊 

       教育長職務代理者   朽木 德壽 

       委      員   内記 一彦 

       委      員   田中 和子 

   委      員   太田 加代子 

事務局出席者 教育部長(中濱)、教育総務課長（福田）、学校給食共同調理場所長(井上)、 

学校教育課長（田中）、学校教育課参事（平子）、生涯学習課長（三浦）、スポ

ーツ・文化振興課長（片岡）、子ども・健康部次長兼幼児課長（木村）、幼児課

参事(本山)、図書館長（西村）、書記（濱田） 

 

開会宣言 １３：３０ 

 

教育長  

 ただいまから教育委員会２月度の定例会を開会いたします。 

日程に従い、進めさせていただきます。「日程２ 市民憲章唱和」をお願いします。 

 

市民憲章唱和（スポーツ・文化振興課長） 

 

教育長  

 続きまして「日程３ 教育長公務状況報告」について、私から報告させていただきます。 

２月１日、第４回「家族のきずな」優秀作文表彰式、３日、栗東市いじめ調査委員会、４

日、第２回栗東市社会教育委員の会、５日、第７回まち・ひと・しごと創生本部会議、2020

年度に向けた部落解放・人権政策行政懇談会に出席いたしました。６日、第２回栗東市同和

教育推進委員会、学区別自治連合会治田学区、７日、栗東市青少年問題協議会兼少年ｾﾝﾀｰ運

営会議に出席いたしました。８日、部落解放研究 第 27 回滋賀県集会、１０日、滋賀県都

市連絡協議会、教育長・教育部長合同会議に出席し、情報交換ができました。１２日、議案

等審査委員会、１３日、令和元年度第 18 回栗東市教育研究発表大会・教育講演会、１４日、

市議会の全員協議会、１５日、2019 教育実態調査にかかる住民報告会、１７日、地域防災

計画改定等委員会、栗東市いじめ問題連絡協議会、１９日、日本スポーツ少年団顕彰受賞報

告、２１日、議会運営委員会、２２日、人権尊重と部落解放をめざす市民のつどい、２５日、

２月度定例記者会見、２月度定例教育委員会、予定では、２６日、定例校長会と令和元年度

栗東市文化財審議会です。以上、２月の教育長公務状況報告とさせていただきます。 

 



2 
 

教育長 

ただいまの報告につきまして、何か質問はありますか。  

ないようですので、日程４協議事項①栗東市立図書館において休館日を臨時に変更する基準に

ついて（資料１）説明をお願いいたします。 

 

図書課長 

 昨今、台風など自然災害が増え、栗東市においても大型台風が襲来し、暴風警報が度々発表さ

れています。昨年の台風１９号では、近隣市の大津市、草津市、守山市、湖南市の市立図書館は、

休館となりました。本市においては開館し、幸い当館及び利用者に被害はありませんでしたが、

閉館の基準に関する問い合わせが多数ありました。 

このことから、頻繁に発生する自然災害等における当館の閉館基準を明確にしておく必要があ

ることから、栗東市立図書館管理運営規則の第８条第２項のただし書きに、館長が特に必要と認

めた場合は栗東市教育委員会の承認を得て、臨時に変更することができると定められています。 

この、栗東市立図書館において休館日を臨時に変更するただし書きの基準について、自然災害

の場合等の閉館基準を新たに設定するものです。 

協議事項でございますので、栗東市立図書館において休館日を臨時に変更する基準は（案）で

ございます。この施行につきましては、定例会承認後とさせていただきます。 

 

教育長 

 ただいま、説明のありました「①栗東市立図書館において休館日を臨時に変更する基準につい

て」ご意見ご質問ありますでしょうか。 

  

内記委員 

 教育委員会と協議のうえ栗東市立図書館長及び栗東市立栗東西図書館長の判断により休館と

する。とありますが、緊急のうえ自然災害発生の場合、臨時会を開催できるとは思えないのです

が、どうするのですか。 

 

図書課長 

 その都度判断し、お電話等で協議をさせていただくということも考えております。 

 

教育長 

 栗東市立図書館において休館日を臨時に変更する基準の第３条の下段部分の「なおこの場合の

開館は」とは、臨時閉館した後に開館する場合のことですね。 

 

図書課長 

 はい。その通りです。 
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教育長 

 それでは、ご意見等ないということですので、承認いただけたものとします。 

ありがとうございました。 

続きまして、日程５報告事項に入ります。 

① 「各課（館・所）の２月度事業進捗状況について」報告をお願いします。 

  

教育総務課長から順次報告 

 

教育長 

報告事項①について、質問はありませんか。 

 

内記委員 

 学校給食共同調理場の債権放棄審査会は、給食費の債権のことですか。 

 

学校給食共同調理場長 

 はい。そうです。昨年から中学校給食が始まったので、中学校給食の滞納分と小学校卒

業して２年以上経過し、かつ徴収できなかった給食費の債権です。保護者４名、金額は10

万円程度となります。 

 

田中委員 

 幼児課の施設型保育園審査会の、なかよし会は令和３年度開園と聞きました。 

現在、０～２歳児の待機児童が多数おられます。開園したら、緩和に繋がりますか。ま

た、なかよし会の特長としてどのような運営をされるのか教えてください。 

 

子ども・健康部次長兼幼児課長 

３歳未満児の待機児童が確かに多いです。令和２年10月には、19人規模の小規模保育園

を２園開園予定ですので、緩和できるものと考えております。そして、令和３年度には、

なかよし会が運営される60人規模の園を開園される予定ですので、さらに緩和に繋がるか

と思います。社会福祉法人なかよし会につきましては、なかよし作業所として支援施設を

専門に運営もされておりまして、60人の中には支援が必要な子どもさんも積極的に受け入

れるという特長もあります。 

 

教育長 

 そのほかに、ご質問ございませんか。 

 次に、報告事項②「児童生徒数について」をお願いします。 

 

学校教育課長、幼児課参事から順次報告 
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教育長 

続いて、③令和２年度栗東市教育方針について（資料 2）の説明をお願いします。 

 

教育総務課長 

 令和２年度栗東市教育方針について、説明させていただきます。内容につきましては、去る 1

月 31 日に説明をさせていただきました。その後、誤字脱字を含め軽微な修正を致しまして、今

月 14 日の議会説明会に報告を致しましたので、お知らせをさせていただきます。 

 なお、ホームページ用も作成しております。市民の皆様に分かりやすくしたものをホームペー

ジに掲載致します。 

 

教育長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、④令和２年度栗東市教育委員会関係予算についての説明をお願いいたします。 

 

教育部長  

 令和２年度栗東市教育委員会関係予算の概要版にて、ご説明をさせていただきます。 

幼稚園・小学校・中学校の施設改修や修繕は、特に、今年度実施しております葉山中学校の大規

模改造設計が終わりますので、令和３・４年度で大規模改造工事に着手していきます。現在、令

和元・２年度の治田東小学校の大規模改造工事の完了に向けた取り組みをさせていただいており

ます。続きまして、小中学校管理運営経費は、令和２年度に遠距離通学児童通学乗車券交付制度

に対して、通学乗車券交付をしていきます。平成 31 年度４月から、小学校児童を対象に交付い

たしておりましたが、これを弾力的に中学生まで対象といたします。続きまして、学校サポート 

支援員等事業は、学校の実情に応じて総合的な支援を引き続き行います。次に、くりちゃん元気

いっぱい運動事業は、きらりフルチャレンジとして、小学校においては、くりちゃん検定システ

ム、中学校においては、２年生を対象とした栗東市学力調査を継続し取り組んでいきます。基礎

学力と学習の習慣をつけることを目的とします。英語指導助手派遣事業は、令和２年度任用度か

らの新学習指導員要領に基づき小学校中学年では週１時間の外国語活動、高学年では教科化とな

り週２時間の外国語科を行います。担任や専科教員（小学校）、英語科教育（中学校）、英語指導 

助手等との複数指導により連携を強化にしていきます。続きまして、社会体育施設整備事業は、

４年後に開催予定の国民スポーツ大会に向けた準備をし、令和２年度は市民体育館改修工事実施

設計を実施いたします。また、文化財保護事業では、文化財保存活用地域計画策定にむけ、調査

等を実施していきます。そして、図書館管理運営経費は、第 3次栗東市子ども読書活動推進計画 

に基づきまして、学校、園、家庭、地域と連携して子どもの読書活動を推進していきます。 

 特に、学校の図書室のリニューアル引き続き実施し、図書館司書を増員します。 
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教育長 

 何か、ご質問はありますでしようか。 

 

田中委員 

 昨年度と比較して、事業別予算の増減を知りたいです。 

 

学校教育課長 

 ご質問のありました件ですが、同額程度になっています。 

 

教育総務課長  

 教育総務課も例年通りの事業となっております。ただ、大規模改造工事がございますので、多

少の開きはありますが、管理経費としては、令和２年度から臨時職員が会計年度任用職員となり、

人件費が増額となります。 

 また、トイレ改修工事は、校舎・体育館の洋式化を年次的に進めています。現在、校舎トイレ

の洋式率は概ね 45％です。今後、約 60％まで引き上げる予定をしております。体育館のトイレ

はほとんど和式ですので、改修後100％になる予定です。体育館のトイレは国費対象となります。 

 

教育長 

 先日、葉山東幼児園に視察に行き、園のトイレの状態があまりよくないと感じました。また、

職員用トイレの状態も良くなかったです。小中学校のトイレについては、年次的に改修していま

すが、園はどうなっていますか。 

 

教育総務課長 

幼稚園は国費の補助はありますが、小中学校を中心に、現在、大規模改造工事をしています。 

 

田中委員 

 葉山東幼児園の職員用トイレの数が少ないので、少し、気になりました。 

 また、市民体育館の改修工事ですが、令和２年度の予算で全て出来るのでしょうか。 

 

スポーツ・文化振興課長 

 令和２年度は、市民体育館改修工事実施設計を、令和３年度に、市民体育館改修工事を予定さ

しております。 

 

教育長 

その他、質問はありますか。 

ないようですので、日程６その他①各課からの報告事項について、お願いします。 
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教育部長 

2 月 20 日に、新型コロナウイルス感染症対策本部を設置しました。 

市の各種イベントや会議は中止や規模縮小し、開催する際には、会場の入り口にアルコー

ル消毒液を設置するなどの対策を講じるとしております。 

滋賀県下では、感染者が発症していないので、主催者の判断で中止や延期などを決定され

ます。 

 

教育長 

 現在の段階では、ということですね。 

 

教育部長 

 はい、そうです。 

 

教育長  

各課からの報告について、質問はありませんか。 

無いようですので、「②次回３月度の定例教育委員会日程について」お願いします。 

 

教育総務課長 

３月定例会教育委員会につきまして、３月 27 日（金）14 時 30 時から、お願い致します。 

 

教育長 

 本日予定しておりました日程は全て終了しました。 

これをもちまして、２月度定例教育委員会を閉会とします。 

ありがとうございました。 

 

閉会宣言  14：33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


